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お知らせ   

町町野野球球場場のの春春季季臨臨時時予予約約をを  
受受けけ付付けけまますす    

町野球場を利用して、合宿練習を行う各種団体が増えています。
施設をより円滑に利用していただくために、春季の臨時予約を
受け付けます。  

【貸出期間】平成２２年２月２０日（土）～平成２２年４月１１日（日） 
※町が主催する行事等がある場合には貸し出しできません。 

【申込対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体 
  ※町外団体については、宿泊業者による代理申請をすることが

できます。 
【申込期間】１１月１０日（火）～１１月２０日（金）正午まで 

（休館日は除く） 
※利用日が重なった場合は、話し合いまたは抽選になります。 

【抽選期日】１１月２０日（金） １５：００ 公民館にて 
【申込先・問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７ 
 

新新型型イインンフフルルエエンンザザのの受受診診ににつついいてて 
新型インフルエンザによる医療機関での受診が増加し、外来

が混雑しています。重症化予防、感染拡大防止のため、以下の
ことにご注意ください。  
（１）持病をお持ちの方は、発熱時の対応について、あらかじめ

かかりつけ医に相談しておきましょう。  
（２）医療機関が診療時間外の場合は、次の相談機関を上手に

利用しましょう。 
 ○小児救急電話相談（土日祝を含む１９：００～２２：００） 

TEL＃８０００ 
 ○新型インフルエンザ相談窓口 

・夷隅健康福祉センター（平日８：３０～１７：３０） 
TEL７３－０１４５ 

・千葉県庁（土日祝を含む６：００～２２：００） 
TEL０４３－２２３－４４１１  

（３）救急以外での救急外来の受診は控えましょう。  
（４）症状がないにもかかわらず、念のため検査をするなど、診断

目的での受診は、おやめください。  
（５）受診の際は、あらかじめ医療機関に電話をかけてください。  
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 
 

 
お知らせ   

一一時時保保育育のの利利用用ににつついいてて  
保護者が、一時的・緊急的に家庭での保育が出来ない場合に

お子さんを保育所で一時的にお預かりする制度です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対象】町内在住の乳幼児 

（生後１０ヶ月以上で就学前の健康な乳幼児） 
【時間】（平  日）８：３０～１６：３０（最大８時間） 

（土曜日）８：３０～１１：３０ 
【費用】１時間 ３００円 （利用の都度頂きます） 

※昼食時は食事代３００円が別途必要です。（乳児は食
事代がかかりませんが、ミルクの持参をお願いします。） 

【その他】お預かりできる人数には限りがありますので、詳しくは
各保育所または保健福祉課まで問い合わせください。 

【問い合わせ】岩和田保育所（３歳未満） TEL６８－２９４４ 
御宿保育所（３歳以上） TEL６８－２４５９ 
保健福祉課福祉介護班 TEL６８－６７１６ 

 

交交通通事事故故ににごご注注意意くくだだささいい 
現在、いすみ警察署管内における交通事故の原因は、主に

昼間時間帯における国道１２８号線での安全確認の不徹底による
ものです。交通事故は、当事者双方に身体的、精神的、経済的
痛手が伴います。国道走行中や国道に出る際は、安全確認を
しっかり行ないましょう。 
【問い合わせ】いすみ警察署 TEL６２－０１１０ 

 
お知らせ  

休休日日ににおおけけるる  
年年金金相相談談・・手手続続ききににつついいてて 

社会保険事務所、年金相談センターでは、休日の年金相談・
手続きを予約制で実施しています。 
【１１月の実施日】 

１４日（土）、１５日（日）、２８日（土）、２９日（日） 
【時間】９：３０～１６：００ 
【予約方法】実施日の前営業日までに予約をしてください。 
【予約専用電話】 

千葉社会保険事務室   TEL０４３－２４２－６３２４ 
千葉年金相談センター  TEL０４３－２４１－１１６５ 

※千葉社会保険事務所茂原分室では実施していません。 
 

動動物物にによよるる危危害害防防止止対対策策ににつついいてて  
１１月は「動物による危害防止対策強化月間」です。動物を飼う方は、

以下のことに注意して適正に飼いましょう。 
○動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなど、飼い主が分かる

ようにしましょう。犬には、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票
を必ずつけなければなりません。 

○犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行ってください。１頭１頭
の着実な実施によって、国内に狂犬病が侵入した際、その
まん延を防ぐことができます。 

○犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる時は、
短い引き綱で制止しながら行いましょう。 

○フンの後始末をしましょう。道路や公園でのフン害の苦情が 
増えています。 

○猫は屋内で飼いましょう。猫による他人への迷惑を防止でき、
また、病気や交通事故等の危険から守ることができます。 

○飼い主が分からない犬や猫には、むやみにエサを与えない
ようにしましょう。 

○サル、ヘビ、ワニなどの特定動物を飼う場合は、あらかじめ
保健所長の許可が必要です。また、動物が逃げ出すことの
ないように施設の管理には十分注意を払ってください。逃げた
場合には、直ちに保健所、警察へ通報してください。 

○動物は責任を持って最後まで面倒をみましょう。どうしても
飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。見つ
からない場合でも動物を絶対捨てずに、動物愛護センター等
に相談してください。 

【問い合わせ】 
夷隅健康福祉センター  TEL７３－０１４５ 
千葉県動物愛護センター TEL０４７６－９３－５７１１ 

非定期型 
保護者が就労・就学
している場合や定期
的な通院・看護・介護
をしている場合等によ
り家庭での保育が断
続的に困難な方 
【保育範囲】 

平均週３日 
（月１２日以内） 

緊 急 型 
保護者の疾病・出産・
災害・事故・看護・葬
式等により、緊急的に
保育を希望する方 
 
 
【保育範囲】 

月１５日以内 

 

リフレッシュ型 
育児に伴う保護者の
精神的・身体的負担
を解消するため一時
的に保育を希望する
方 
 
【保育範囲】 

月２日以内 

 


